
大
正
関
与
六
陪
三
十
一
日
第
一
一
品
緬
郵
倒
咽
畑
町J
町
、
信
昭
一
凶
一
同
a
R但
R
V

巻瓦十二第第一( 雪境
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強

醐

嘩

醸

符
業
税
の
課
税
物
件
の
地
万
分
別
難

文
化
現
象
の
強
集
作
用

純

粋

囲

内

水

・

帥

阿

抽

調

調
抽
明
引
M.
曾
民
主
需
の
農
耽
綱
領
一

-

E

法一申博士

抱

肌

常

山

崎

琉
球
ω
階
藩
ご
日
支
両
届
闘
係
の
絡
末
法
串
博
士

植

民

及

び

植

民

地

の

茸

義

・

・

持

主

主

僻

慨

錦

略

英
領
東
ア
ア
リ
カ
の
羽
版
三
其
将
来

同
盟
罷
業
保
険
の
現
状
・
・
'
組
問
申
士

人

H
市

の

坦

源

ミ

蹄

化

人

目

・

・

・

・

粗

掛

山

中

土

地
方
財
政
ご
累
進
税
比
例
税
'
司
法
明
士

法

令

議
院
砧
中
世
正
法
伴
・
世
四
次
手
形
蕗
迎
賓
民
官
古
制
・
公
益
質
屈
曲
施
計
規
則
・
米
且
籾
の
輸
入
枯
免
除
の
件
山
闘

し
L

法
事
博
士

法
事
士

法
串
士

麓

開 i

問

神

戸

正

雄

恒

藤

恭

作

田

荘

一

河

匹l

:rm 

山
本
美
越
乃

長

田

三

郎

田

烏

正

雄

近

藤

文

二

菅
野
和
太
郎

沙

見

三

郎

'や 6



時

第
二
十
五
巻

第

蹴

O 

r、
O 

論

濁
挽
枇
官
民
主
描
白
農
政
綱
領

時書

論

濁
-
捜
枇
曾
民
主
黛
の
農
政
綱
領

河

前司

ß~ 

回

農
政
問
題
に
封
す
る
枇
曾
民
主
薬
の
態
度

澗
品
描
共
他
諸
闘
に
於
げ
る
枇
品
目
民
主
謀
は
、
従
来
農
政
問
題
に
劃
し

τは
甚

r冷
淡
で
め
っ
た
。

ご
い
ふ
の

は
、
枇
曾
民
主
魚
の
諸
政
策
に
於
て
其
指
説
的
精
紳
を
織
す
-
肋
の
も
の
は
諦
ふ
ま
で
も
な
〈
7

戸
ク

λ

主
義
で
あ

る
が
、

そ
の
7

F

キ
ジ
ズ
ム
に
在
つ
て
は
、
農
業
た
る
ご
工
業
た
る
ご
を
問
は
歩
、
資
本
制
後
展
の
過
程
は
同
一

原
理
に
依
て
導
か
れ
同
一
傾
向
を
取
っ
て
進
む
外
は
な
き
も
の
ご
見
、
従
て
特
仁
農
業
に
閲
す
る
政
策
的
見
地
を

立
て
る
必
要
な
:
、

一
般
的
な
る
枇
曾
改
造
の
事
業
己
経
済
後
草
り
運
動
ご
は
、
農
業
ど
農
村
正
に
闘
す
る
問
題

を
も
亦
総
括
的
に
解
決
す
る
に
足
る
も
の
ご
見
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
又
マ
作
キ
ジ
ズ
ム
に
在
つ
て
は
、

小
農
地
の
所
布
の
上
仁
立
脚
し
奮
式
な
る
小
規
模
経
営
を
錯
す
ζ

子
宮
以

τ面
白
ご
す
る
自
作
農
制
は
、
資
本
制

， 
l '  ' . .  



経
済
盛
岡
止
の
大
勢
に
依
て
段
々
押
演
さ
れ
て
行
〈
外
は
な
き
の
み
な
ら

T
、
枇
曾
主
義
的
改
造
に
際
し
て
も
、
新

か
る
個
別
的
小
経
管
は
其
存
在
上
の
猫
立
を
主
張
し
得
ぺ
き
理
由
を
有
た

F
る
も
の
ご
見
・
其
他
一
般
的
に
小
農

制
は
枇
曾
主
義
組
織
乙
一
致
し
な
い
も
の
ご
見

τ居
る
。
印
も
自
作
農
制
及
び
小
規
模
小
作
農
制
の
知
き
は
、
現

今

ω時
勢
に
適
合

L
な

νも
り
で
あ
っ
て
、
糊
夫
減
じ
す
る
外
は
な
き
も
の
吉
見
て
居
る
の
で
ゐ
る
。
従
工
自
作

農
民
や
小
小
作
人
の
如
き
は
資
本
制
の
下
仁
於

τ漸
次
其
存
在
を
危
〈
せ
ら
る
、
の
み
な
ら
争
、
枇
曾
主
義
品
川
曾

に
於
て
も
艦
憐
支
持
の
柱
石
た
る
べ
き
役
目
を
働
く
に
足
ら
ざ
る
も
的
ご
せ
ら
れ
、
現
今
の
時
勢
的
進
歩
正
共
に

自
滅
す
る
外
は
な
き
も
の
ご
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

濁
迎
北
(
仙
の
枇
曾
民
主
黛
は
7

W

キ
ジ
ズ
ム
の
岐
本
見
地
か
ら
し
て
、
特
に
農
業
に
闘
す
る
政
策
的
方
針
を
定

む
る
こ
さ
な
(
、
共
政
綱
を
定
む
る
に
省
ウ
て
も
、

た
u
y

一
般
的
な
る
歳
業
枇
曾
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
諮
る
に
止

ま
り
、
農
業
に
濁
し
て
は
共
の
一
般
的
な
る
プ
ロ
グ
フ
ム
を
適
用
し
て
進
ん
で
行
〈
を
以
て
足
れ
b
Z
し
た
。
郎

も
一
批
曾
的
な
る
大
経
岨
官
舎
以
て
農
業
経
済
を
根
本
的
に
改
造
し
、
所
謂
農
業
一
批
曾
化
的
資
現
を
期
す
る
こ
ご
を
以

て
足
u
p
h
E
し
た
。
そ
し
て
自
作
農
民
の
如
き
は
場
合
仁
依
て
は
こ
れ
を
敵
親
し
プ
庁
ジ
ヨ
ア
階
級
の
片
制
吉
見

る
か
、
然
ら
ぎ
れ
ば
多
〈
の
場
合
に
於
て
は
こ
れ
を
蔑
掘
し
、
特
に
取
立

τ、
歯
牙
に
か
〈
る
に
足
る
ほ
ど
の
も

の
Z
見
事
，
、
農
民
の
中
に
在
つ
て
は
専
ら
純
粋
の
峠
労
働
者
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
農
業
及
農
村
問
題
に

謝
す
る
枇
曾
主
義
者
の
態
度
を
定
む
べ
き
機
曾
の
生
?
る
毎
に
、
土
地
所
有
制
共
他
に
閲
し
て
枇
曾
民
主
黛
の
態

時

論

明
抽
明
批
合
民
主
識
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
審

大

第
三
一
都

大

拙稿『マルクス白農業組済制H本誌第二寸・四極第六醜及第孟十宜容]僻wr載)
参問。
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時

調
抽
唖
枇
官
民
主
誌
の
農
政
綱
舗

第
二
十
一
也
容

，、

第
三
銃

プミ

前

度
は
7

U

F

キ
γ
ズ
ム
を
取
ム
つ
げ
し
獲
る
こ
ご
な
〈
、

一
入
六
七
年
の
ロ

1
ザ

y
ヌ
困
際
協
議
曾
以
来
、
獅
逸
枇
曾
民

主
的
柑
労
働
黛
の
第
二
同
月
ツ
ッ
ト
ザ
戸
ト
協
議
曾
(
一
入
七

O
年
)
に
於
て
も
、

於
て
も
、
常
に
同
一
の
立
場
が
示
さ
れ
た
。

ゴ

1
タ
協
議
曾
(
一
入
七
五
年
)
に

マ

F

F

Z

以
後
獅
迦

ω枇
曾
民
主
々
義
運
動
仁
一
於
て
農
政
問
題
に
闘
し
て
理
論
的
指
導
者
た
る
地
位
を
占
め
て

居
た
の
は
カ
ク
ッ
キ
ー
で
あ
る
が
、
氏
の
意
見
は
、
立
(
著
ロ
日
〉
同
E-
町
内
戸
向
。
に
於

t
も
、
自
作
農
民
の
如
き
に
謝

し
て
は
e

』
れ
を
企
業
家
税
し
て
寧
ろ
其

ω撲
滅
を
必
要
ご
見

一
人
九
五
年
の
プ
レ
旦
一
フ
ク
大
曾
の
時
に
蛍
っ
て

も
、
も
し
刑
曾
民
主
謀
め
農
政
綱
慨
を
一
不
す
に
於
て
は
自
作
農
民
等
は
其
地
位
の
確
立
向
上
を
希
望
す
る
に
至

h
、
明
私
有
制
に
劃
す
る
其
熱
を
高
め
る
-
』
ぜ
に
な
っ
て
、
制
曾
主
義
運
動
の
妨
硬
に
な
る
ば
か

h
r
z
L
て、

れ
を
排
斥
[
た
の
で
あ
る
。
其
後
に
於

τも
カ
ク
ッ
キ
ー
は
英
の
見
地
を
多
〈
縫
守
る
所
は
な
か
っ
た
。

然
る
に
欧
洲
大
戦
以
後
賓
際
に
於
け
る
事
情
の
後
展
は
、
一
批
曾
民
主
黛
を
し
て
多
少
づ
、
英
の
農
村
及
農
民
仁

謝
す
る
見
地
を
援
A
Y
る
を
品
川
儀
な
〈
す
る
に
至
ら

L
め
た
。
特
に
露
両
亜
仁
於
り
る
革
命
の
質
地
数
訓
は
、
一
献
曾

主
義
運
動
に
於
り
る
農
民

ωカ
の
掌
重
を
拒
む
に
由
な
が
ら
し
め
、
都
市
勢
働
者
ご
農
民
ご
の
握
手
を
以
て

Lτ

師
別
謂
券
麗
支
配
の
政
治
を
池
h
，
出
す
こ
ご
の
重
要
き
を
見
る
に
至
ら
し
め
た
。
そ
し

τそ
の
農
民
中
に
在
つ
て
は

た
い
肥
明
り
純
粋
の
勢
働
者
ば
か
り
で
な
(
、
小
小
作
人
や
自
作
農
民
を
も
味
方
に
引
入
れ
る
こ
芭
の
必
要
が
痛
戚

せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
諸
に
於

τか
一
肱
曾
民
主
祭
は
従
来
の
自
作
農
民
其
他
純
粋
叫
労
働
者
た
る
以
外
の
小
農
民
に

Ed. Davitl. Sozia1islUus u. Landwirtschaft， Berliln 1903， S. ZI fg.事!目。2) 
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劃
す
る
態
度
を
麺
じ

τ、
い
は
h
v

従
来
の
や
‘
、
軽
蔑
の
態
度
を
接
じ
て
、
却
っ
て
其
の
甘
心
を
買
ひ
、

こ
れ
を
味

方
に
引
入
れ
ん
吉
す
る
態
度
を
採
る
や
う
な
風
に
な
っ
た
。
若
し
き
う
諦
ふ
て
悪
り
れ
ば
‘
従
来
の
一
般
的
駐
曾

主
義
化
の
方
針
の
中
仁
於
て
、
例
外
的
に
自
作
的
小
農
地
所
有
言
小
規
模
農
業
の
獅
立
の
地
位
ご
を
認
め
、
真
に

進
ん
で
は
其
等
小
農
民
の
地
位
の
確
立
正
向
上
Z
の
錦
め
に
、
特
殊
な
る
政
策
的
見
地
を
定
め
、

一
般
的
批
曾
主

義
化
運
動
の
一
般
方
針
の
適
用
以
外
に
別
個
に
農
政
方
針
を
定
め
、
所
詞
農
政
領
制
(
〉
問
B
G
B
m
E
E
E
)
ご
し
て

融
合
民
主
識
の
農
業
政
策
上
の
立
場
を
明
か
に
し
、
業
の
施
政

ω方
針
を
も
具
倒
的
に
公
仁
す
る
傾
向
を
示
す
仁

至
つ
穴
。

比
事
情
は
耽
合
民
主
諜

ω歴
史
の
上
仁
は
特
筆
大
書
す
る
仁
他
す
る
も
の
に
さ
詞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
c

何

τ私
は

惑
に
換
太
利
枇
合
民
主
撲
が
一
九
二
五
年
十
一
月
十
六
日
に
議
決
せ
る
農
政
綱
領
に
擦
り
、
併
せ
て
又
本
年
五
月

二
ト
二
日
よ
h
キ

1

F
に
聞
か
れ
た
獅
逸
枇
曾
民
主
黛
大
曾
仁
於
工
銭
Z
れ
た
ま
農
政
方
針
に
閲
す
る
報
告
を
針

照
し
て
、
雨
岡
刷
曾
民
主
黛
凶
農
業
政
策
上
に
於
り
る
態
度
ピ
方
針
ご
に
就
い
u

て
蹴
括
的
な
槻
察
を
試
み
て
み
た

い
己
思
ふ
。
董
L
-
」
れ
を
槻
察
す
る
こ
ご
は
、
炭
〈
今
日
の
農
政
問
題
を
研
究
す
る
上
に
、
大
い
な
る
参
考
己
な

ら
ず
る
を
得
5
る
の
み
な
ら
歩
、
我
闘
に
於
り
る
今
総

ω農
政
問
題
を
考
ふ
る
に
就
い
1

て
も
、
時
務

ω助
正
な
る

ぺ
き
も
の
少
か

ιざ
る
を
信
ゃ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ζ

れ
を
翻
察
す
る
に
就
い
u
T
は
、
晶
韓
に
誌
に
さ
れ
た
英

国
労
働
窯
の
農
政
方
針
ご
比
較
す
る
こ
古
の
甚
だ
意
義
多
か
る
イ
き
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
錯
す
ニ
ビ
に
依
て

時

論

描
抽
唖
枇
曹
民
主
誌
の
農
政
綱
領

第
一
一
十

E
径

プZ

第

都

D嗣 Agr<tl pr?g~石川町 der Deut5cho:lfcj町 ichi:ichcn So~i<l.ldemokratic， 
~ien !925'. Vcrlag der Wiener Volk.sbu_~~l:m~?hm 1.?' Wicn・
Soualdemokr山 schelPalteitag 1927 in Kiel， lProto'koll 1TIit dem Bericht 
der Frauenl，onferenz， llerlin 1927 
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時

猫
塊
祉
合
民
主
鵡
白
血
耽
綱
領

第
一
一
十
五
番

論

J、
四

第
三
班

大
四

農
政
問
題
に
閲
す
る
現
下
の
時
勢
は
大
様
-
」
れ
を
窺
ひ
品
川
る
を
得
る
で
ゐ
ら
フ
。

社
曾
民
主
黛
の
農
政
綱
領

換
図
枇
命
日
民
主
紫
的
農
政
綱
領
は
、

が
一
市
古
れ
て
あ
る
。

三
大
部
門
か
ら
成
立
も
、
主
(
各
部
門
に
夫
々
貴
地
政
策
上
の
諸
々
の
方
針

第
一
部
門
に
は
農
業
を
業
務
Z
し
て
そ
の
牧
盆
を
増
加
せ
し
む
る
必
要
が
設
か
れ
、

喧
}
れ
を
増
加
せ
し
む
る
に

通
す
る
諸
方
策
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
諸
方
策
古
い
ふ
は
、
こ
れ
を
概
括
し
て
先
づ
要
結
花
け
を
示
せ
ば
左
の

吋
迎
胃
り
で
あ
る
。

一
、
農
村
に
於
げ
る
教
育
を
振
興
し
、
有
放
な
る
凶
民
数
育
Z
併
せ

τ農
事
敬
育
を
行
ふ
こ
ご
。

二
、
農
民
を
ば
現
時
の
資
本
制
的
な
る
禰
業
資
本
の
搾
取
よ
b
解
放
す
る
-
】
芭
。

其
絡
に
穀
物
市
立
買
制
を
布
き
叉
産
業
組
合
の
資
逮
を
促
す
甲
』
ご
。

三
、
土
地
の
枚
盆
債
格
ご
資
買
債
格
Z
の
不
自
然
的
な
る
不
一
致
を
制
現
す
る
こ
ご
。

共
織
に
金
融
山
肌
態
を
繋
へ
、
銀
行
制
度
を
改
善
し
、
家
族
世
襲
周
産
制
及
び
自
家
狩
獄
檎
漁
業
棋
を
廃
止

す
る
こ
ピ
。
義
務
的
な
る
火
災
・
霜
害
及
家
畜
保
険
を
制
定
し
叉
小
農
民
の
養
老
保
険
を
創
設
す
る
こ
ピ
。

小
作
法
を
制
定
す
る
こ
Z
o
祖
税
的
整
理
を
錯
す
-
』
ご
。

， .， 
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右
等
の
諸
方
策
は
何
れ
も
大
抵
既
に
諸
国
に
於
て
枇
曾
主
義
以
外
の
政
策
ご
し
て
も
示
さ
れ
て
居
る
所
で
ゐ

り
、
叉
幾
部
分
は
既
に
府
民
行
せ
ら
れ
て
居
る
的

rが
、
枇
曾
民
主
裁
は
ま
た
英
凋
自
の
立
場
か
ら
此
等
に
闘
す
る

方
針
を
定
的
℃
公
表
L
た
次
第
で
あ
る
。

第
二
部
門
は
労
働
棋
の
確
立
、
勢
働
保
護
立
法
、
勢
働
保
険
の
制
定
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
工
鉱
業
労

働
に
闘
し

τは
院
に
か
な
h
進
ん
ピ
立
法
が
此
等
の
諸
方
面
に
闘
し
て
処
さ
れ
て
居
る
の
に
、
農
業
従
事
者
は
除

外
2
れ
閑
却
ヨ
れ
た
る
風
に
っ
た
錦
め
に
、
農
民
は
常
に
こ
れ
を
羨
望
す
る
外
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
斜
め
に
農
民

隊
村
の
傾
向
を
も
助
長
し
た
の
で
あ
る
。
何

τ今
こ
れ
等
に
閲
す
る
立
法
的
施
設
を
須
古
ん
ご
す
る
次
第
で
、
主
一

の
賞
行
策
正

L
τ
は

一
、
労
働
機
傍
働
保
護
及
妙
働
保
険
に
闘
す
る
立
法
を
錯
す
ニ
ピ
。

二
、
家
産
を
制
定
し
凋
立
の
家
計
を
可
能
な
ら
し
め
・
又
無
産
農
業
労
働
者

ω孤
立
家
計
を
可
能
な
ら
(
む
る

-』マ」。

三
、
土
地
を
所
有
す
る
農
業
抽
労
働
者
の
自
家
締
替
を
保
護
す
る
こ
ご
。

問
、
以
上
の
諸
要
求
に
臆
す
る
柁
め
地
方
自
治
穫
の
土
地
所
有
を
披
大
す
る
ニ
ご
。

等
の
ニ
ご
が
掲
げ
ら
れ

τあ
る
。
第
一
部
門
が
産
業
政
策
的
な
も
の
を
包
括
し
た
部
門
ガ
ご
す
れ
ば
、
第
二
部
門

は
一
批
曾
政
策
的
な
も
の
を
以
て
成
れ
る
部
門
E
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

第
二
十
五
巻

日年

山
明
塊
山
此
官
民
主
認
内
農
政
綱
領

論

第

棋

六
五

一
六
五

， ' . ~" 



時

E首

摘
抽
世
世
曾
民
主
識
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
巻

穴
式

第
三
抽
出

ヌミE

プミ

第
三
部
門
は
枇
曾
主
義
的
批
曾
秩
序
に
移
り
行
〈
4
h
d
過
税
を
示
せ
る
も
の
で
、
資
本
主
義
制
下
に
背
め
る
小

農
民
を
解
放
し
枇
品
目
主
義
制
の
下
に
其
自
立
正
繁
祭
主
臓
一
肱
ご
を
質
現
せ
し
む
ぺ
き
方
針
に
閲
す
る
見
地
を
明
か

に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
具
館
的
施
設
に
閲
す
る
も
の
よ
h
も
調
は
い
γ

農
政
に
闘
す
る
最
後
の
蹄
結
ピ
終
局
の
理
想

ピ
を
設
げ
る
も
の
ご
見
て
よ
い
部
円
で
あ
る
。
訟
に
花
は
右
の
中
第
一
部
門
正
第
二
部
門
正
に
就
い
て
、
其
中
の

主
な
る
方
策
を
窺
っ
て
見
た
い
草
思
ふ
。
第
一
一
一
部
門
に
つ
い
て
は
別
に
項
目
を
立
て
子
、
第
一
及
第
二
部
門
内
の

こ
ご
に
つ
い
て
翻
察
す
る
際
併
せ
叙
ぷ
る
に
止
め
て
置
〈
。

調
逸
枇
曾
民
主
黛
大
曾
に
す
る
農
政
方
針
に
闘
す
る
報
告
は
刊
土
地
制
度
改
革
官
差
電
車
農
産
物

販
寅
制
週
四
租
税
五
農
業
及
林
業
勢
働
者
に
劃
す
る
要
求
六
農
民
刷
曾
政
策
の
ム
ハ
項
に
分
れ
て
居
b
、
各
項
目
中

に
夫
々
具
鱒
的
な
施
政
上
の
要
求
正
方
針
芭
が
示
さ
れ
て
居
る
。

私
は
主
ピ
し
て
填
図
枇
曾
民
主
黛
の
農
政
綱
領
に
つ
い

τ越
ぺ
、
凋
逸
祉
曾
民
主
業
大
舎
に
於
け
る
農
政
方
針

に
関
す
る
報
告
は
、

たい
γ

之
れ
ご
野
原
し
て
示
す
Y
け
の
-
』
ご
に
し
た
い
ご
思
ム
。
蓋
し
雨
者
は
そ
の
内
容
に
於

て
著
し
〈
相
違
し
た
所
は
な
い
か
ら
で
あ
る
o

農
業
教
育
の
改
善

農
業
生
産
の
増
加
を
回
る
こ
古
は
、
農
村
を
振
奥
し
、
農
民
の
境
過
を
改
善
す
る
縛
に
は
、
先
づ
最
も
必
要
な

己申農政綱領に封ずる批判的且地白公にきれたる農民圃組側白も由主しては、
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二
ピ
で
あ
っ
て
、
然
か
も
そ
の
生
産
増
加
は
技
術
ピ
鱗
替
正
の
改
善
に
待
た

F
る
べ
か
ら
守
、
従

τ結
局
以
農
村

に
於
り
る
教
育
の
刷
新
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
の
考
は
、
枇
命
円
民
主
誌
に
於

τも
や
は
り
普
通
の
政
策
を
論

十
る
#
唱
の
如
〈
、
最
先
に
去
は
れ
て
来
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
ニ
で
農
政
綱
領
は

農
村
に
於
け
る
閥
民
数
育
の
建
設
及
改
良
帥
も
八
年
義
務
数
育
制
の
復
活
、
時
空
校
義
務
軽
減
の
厳
止
、

‘皐
級

児
童
数
の
制
限
(
最
初
先
づ
最
高
四
十
人
制
)
村
落
事
校
に
於
け
る
授
業
改
善
に
閲
す
る
根
本
原
則
り
封
行
ご
い
ふ

ニ
E
を
掲
げ

t
居
る
o

特
に
枇
官
民
主
館
は
闘
民
数
宵

ω品
目
及
に
熱
心
で
、
刑
品
目
民
主
識
は
事
故
識
ピ
ピ
自
称
し

て
居
る
。
塊
太
利
で
は
一
八
人
三
年
の
法
律
に
よ
b
十
二
歳
以
上
十
四
歳
以
下
の
者
は
拙
労
働
の
補
助
を
柏
崎
す
た
め

皐
校
に
行
〈
義
務
を
腕
減
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
甚
じ
〈
剛
氏
教
育
を
害
す
る
も
の
ご
し
て
、
枇
曾
民
主
裁
は
こ

れ
を
排
尿
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
費
節
約

ω
た
め
一
問
中
級
の
児
一
童
数
を
過
多
な
ら
し
む
る
は
致
育
の
放
来
合

減
殺
す
る

b
の
ご
し
て
其
欽
を
制
限
す
る
。
そ
し

t
此
事
は
岡
山
に
授
業
上
最
新
の
有
数
な
る
方
法
を
採
用
す
る

こ
ご
、
議
び
行
は
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
数
授
訟
は
、
児
童
を
し
て
農
村
生
活
ピ
農
業
ご
の
質
際
に
閲
す
る
槻
察

を骨岬

L
其
聞
か
ら
活
き
た
斜
識
を
得
又
生
活
ご
業
務
正
に
閲
す
る
理
解
を
得
せ

L
h
u
る
に
注
意
す
守
へ
き
も
の
Z
せ

ら
れ
る
。
従
て
刑
曾
民
主
識
は
師
範
数
育
の
改
善
を
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

小
島
e

校
を
卒
業
し
た
者
に
謝
L
τ
四
年
間
の
義
務
的
柿
沼
教
育
を
行
ふ
こ
ご
は
、
一
枇
曾
民
主
識
の
政
策
綱
領
中

に
掲
げ
ら
れ
た
第
二
黙
で
あ
る
。
即
ち
十
四
才
以
上
十
八
才
以
下
の
者
に
劃
し
、
嘗
初
二
年
聞
は
主
ご
し
て
普
通

時

i詣

崩
壊
此
骨
民
主
仕
掛
山
農
政
制
制

第
二
十
五
巻

一
六
七

第

腕

j、
七
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時

別
塊
枇
脅
民
主
叩
仙
の
農
政
制
制

第
二
十
五
巻

A 

一
六
八

，. 
E千S

蹴

直面

数
背
を
、
夫
の
二
年
間
は
主
記
し
て
農
業
数
育
を
授
げ
る
の
で
あ
る
o

瑞
西
で
は
強
制
補
習
教
青
年
限
は
三
ゲ
年

げ
い
が
・
填
太
利
で
は
こ
れ
を
四
年
制
に
せ
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
。

来
に
補
四
百
教
育
以
上
ゃ
、
耳
向
き
専
門
的
農
業
滋
背
を
受
り
た
る
者
が
な
る
べ
く
多
数
に
農
村
に
居
住
し
て
猫
立

の
業
務
dT
後
ま
ん
こ
ご
は
・
農
村
ご
し
て
は
甚
だ
昭
一
ま
し
い
所
な
る
が
匁
め
に
、
一
枇
曾
民
主
黛
は
中
等
税
度
の
農

事
校
】
己
林
間
学
校
子
宮
成
る
ぺ
〈
多
数
に
創
設
し
て
、
然
hr
も
小
農
民
や
農
業
券
働
者
の
子
弟
に
[
て
之
に
就
附
帯
せ

ん
記
す
る
者
に
は
一
公
授
の
給
奥
を
錯
す
べ
き
こ
ご
を
綱
制
中
に
掲
げ
た
。
此
等
の
中
等
農
林
苧
校
網
を
池
b
上
げ

ん
正
す
る
の
で
あ
る
。

弐
に
農
村
住
民
の
一
般
的
文
化
棋
準
ご
其
の
純
情
蹴
越
正
の
向
上
を
刷
る
銭
め
に
、
枇
品
目
民
主
裁
は
丁
抹

ω例

に
倣
っ
て
凶
民
高
等
附
宇
校
を
設
障
す
ぺ
し
ピ
〔
て
届
る
。
丁
抹
に
於
て
産
業
組
合
が
後
述
し
農
村
山
り
縦
隣
欣
態
の

健
貨
な
る
は
決
し
て
放
な
き
に
ゐ
ら
す
正
宜
向
明
す
る
の

f
あ
る
。

郎
も
枇
曾
民
主
議
は
農
村
に
於
げ
る
右

ω如
、
き
山
学
校
系
統
を
立
て
各
市
開
の
問
中
筏
の
普
及
増
設
を
柏
崎
す
-
』
正
は
、

農
民
の
経
済
を
向
上
せ
し
め
、
共
の
生
産
力
を
培

L
・
同
時
に
そ

ω文
化
棋
準
を
高
h
U

る
根
本
策
に
ご
見
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
其

ω農
政
綱
似
の
時
凶
に
掲
げ
℃
居
る
ニ
ご
は
、
淘
に
注
目
に
他
す
る
所
ご
い
w

は
ね
ば
な

ら
m
H
o

英
国
の
暗
労
働
黛
が
や
は
ら
農
村
数
育
問
題
を
重
税
し
、

そ
の
機
能
の
稜
揮
の
殺
め
に
具
健
的
な
る
方
策
を

示
し
て
居
る

ω
ご
併
せ
考
ふ
べ
き
所
で
あ
る
。
英
凶
勢
働
黛
の
農
政
で
は
小
拳
校
ご
補
習
皐
校
正
成
事
試
験
場
ご

Otto Bauer， Sozialdemol苦闘tischeAgrarpo1itik， 1926， S. 5-12 7) 
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大
卒
の
専
門
数
育
古
の
直
接
な
連
絡
を
取
る
こ
正
の
必
要
が
力
説
せ
ら
れ
、
農
村
の
住
民
を
し
て
子
供
の
折
か
ら

科
学
上
の
新
智
識
に
親

U
を
得
し
め
、
活
き
た
智
識
を
業
務
上
に
肱
用
し
て
技
術
ご
綴
楼
ご
に
於
工
現
代
的
な
経

済
を
行
ふ
を
得
る
道
を
得
せ
し
め
ん
ご
す
る
ニ
ご
に
意
が
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。
彼
此
併
什
考
ふ
る
ニ
ご
に
依
て
、

現
代
的
な
る
農
政
方
針
が
先
づ
其
の
根
本
よ
h
築
き
上
げ
て
行
か
う
ご
す
る
貼
を
解
得
す
る
こ
ご
が
出
来
品
。
私

は
我
闘
の
枇
曾
主
義
的
諸
政
黛
に
於
て
も
十
分
こ
の
駄
に
注
意

ω抑
は
れ
ん
》
}
ご
を
希
望
せ
ゴ
る
を
得
な
い
。

AA

倒
的
な
政
策
制
似
の
会
示
を
見
た
レ
も
の
で
あ
る
。

獅
遜
枇
曾
民
主
窯

ω農
政
方
針
報
告
に
於
て
も
農
村
致
育
に
闘
し
で
は
殆
ん
ど
会
(
同
一
様

ω
こ
芭
が
掲
げ
ら

れ

τ居
る
的
た
uv
補
管
致
育
に
於

τ女
子
に
謝
L
特
に
家
政
に
閲
す
る
こ
己
、
、
衛
生
及
び
育
児
に
闘
す
る
こ
己

、
を
注
意
し
て
教
授
す
吋
き
鮎
の
一
不
さ
れ
て
居
る
の
は
、
よ
い
思
付
ご
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。

四

農
業
生
産
促
進
策

農
業
生
産
を
促
進
す
る
上
の
第
二
の
必
要
ご
し
て
は
、

に
は
農
事
試
験
場
、
巡
回
数
師
・
多
期
詩
智
、
模
範

農
業
、
日
比
蜘
曾
、
臨
民
事
経
営
相
談
所
等
の
設
置
若
〈
は
開
催
じ
よ
り
、

二
仁
は
諸
輔
の
産
業
組
合
凶
設
立
仁
よ

b
、
一
一
一
に
は
道
路
の
修
造
・
河
川
の
整
理
、
土
地
改
良
資
金
の
締
給
、
良
吉
稲
子
肥
料
開
音
等
の
供
給
、
農
用
機

械
の
備
付
等
の
ζ

ご
に
闘
し
地
方
投
を
支
出
し
て
、
直
接
に
生
産
促
進
の
道
を
講
十
る
こ
ご
な
ど
に
依
て
、
有
放

時

拘
換
枇
官
民
主
掠

ω農
政
刺
領

銘
二
十
盃
笹

ノ、
九

第

蹴

一
大
九

J市

fJ/l稿『英圃努働瀧田農政方針』事誌節二十三省第六揖入入 力三頁。
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時

第
二
十
五
巻

セ
O

三
七
Q

第

揖

描
境
批
曾
民
主
講
の
農
政
綱
舗

論

な
る
方
法
の
講
壱
ら
る
べ
き
こ
ご
が
示
苫
れ
て
あ
る
。
総
べ
て
此
等
の
二
百
は
従
来
般
に
多
少
は
行
は
れ
て
居
る

所
で
ゐ
h
、
叉
何
れ
の
政
識
も
必
す
其
必
要
を
認
む
る
所
で
あ
る
が
、

た
い
問
題
は
比
等
の
諸
事
項
仁
一
秒
h
何
れ

の
程
度
ま
で
よ
〈
強
制
的
な
義
務
的
な
規
定
に
依

τ之
e

佐
賀
現
す
る
ピ
り
の
決
心
を
有
す
る
か
に
在
る
ご
せ
ら
れ

る
。
従
て
境
問
枇
曾
民
主
黛
の
農
政
綱
領
に
は
土
地
の
所
有
者
が
遮
嘗
な
る
方
法
に
於
て
其
所
有
地
上
に
農
事
密

俸
を
震
古
い
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
健
は
岡
民
全
般
の
利
盆
の
忽
に
、
地
主
金
強
制
し
て
合
理
的
経
傍
bdE
行
は

し
む
べ
き
権
利
正
義
務
子
宮
布
す
る
も
の
芭
定
め
た
。
そ
し
て
こ
の
強
制
に
謝
し
て
は
必
宇
や
大
地
主
等
の
反
射

が
ゐ
b
自
己
所
有
地
上
に
於
り
る
行
動
の
自
由
を
主
張
す
る
で
ゐ
ら
う
り
れ
Y
」
も
、
枇
曾
民
主
黛
正
し
て
は
断
乎

Z
し
て
其
反
動
を
唱
描
け
て
進
み
行
〈
こ
ご
の
由
来
る
鮪
に
於
て
、
所
競
市
民
的
な
政
黛
な
ど
よ
り
も
強
味
が
あ

hJ
、
叉
納
倒
も
安
文
に
終
ら
な
い
で
質
行
性
じ
富
む
も
の
正
唱
へ
ら
れ
る
。

所
右
者
の
意
思
に
反
し
て
も
農
業
利
品
倍
増
進

ω錦
に
行
は
る
べ
き
も
の
、
一
例
ご
し
て
は
、
耕
地
整
理
事
業

ω

如
き
が
考
へ
ら
れ
る
O

ニ
の
事
業
は
従
来
の
例
ご
し
て
は
閥
係
所
有
者
多
数
の
意
思
が
合
致
す
る
に
ゐ
ら
・
き
れ
ば

行
は
れ
得
な
い
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
の
だ
が
、

εれ
で
は
到
底
十
分
に
事
業
を
普
及
せ
し
む
る
こ
ご
は
出
来
な
い

か
ら
、
枇
曾
民
主
識
は
必
要
な
る
場
合
に
は
強
制
的
に
共
事
業
を
遂
行
す
ぺ
き
道
を
閲
か
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
見

τ居

る
。
併
し
か
、
る
強
制
に
は
己
か
〈
官
僚
的
な
専
献
の
伴
ひ
易
い
恐
が
め
る
か
ら
、
農
民
的
聞
か
ら
選
出
せ
る
人

々
に
依
て
組
織
Z
る
、
農
業
曾
議
所
を
諮
問
機
関
芭
し
て
舟
ゆ
ぺ
し
正
す
る
の
で
あ
る
o

怖
は
農
民
に
劃
す
る
損

，" "-



制
的
規
定
ご
し
て
は
、
共
有
地
の
使
用
、
土
地
改
良
、
厩
合
及
推
肥
所
の
設
備
、
家
畜
の
取
扱
特
仁
畜
漉
防
止
、

種
子
及
入
港
肥
料
の
寅
賞
、
有
害
動
植
物
の
臓
除
、
所
有
者
的
使
用
せ
5
る
土
地
の
開
後
等
に
闘
す
る
も
の
が
設

け
ら
れ
‘
ニ
れ
に
依
て
農
民
に
合
理
的
な
る
経
俸
の
道
を
指
示
し
叉
そ
の
妨
害
Z
な
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
E
が

掲
げ
ら
れ
て
居
る
。
森
林
の
経
楼
管
理
に
闘
し

τも
義
務
的
な
規
定
を
せ
な
り
れ
ば
な
ら
泊
吉
見
ら
れ
、
義
務
的

な
る
森
林
組
合
の
設
置
が
提
議
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
農
業
生
産
の
棺
逃
を
計
手
こ
ご
は
、
農
業
振
興
の
掛
川
じ
は
最
も
重
要
に
し
て
視
点
的
な
る
方
策
E
者

へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
郎
も
填
太
利
枇
曾
民
主
践
の
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば
、
従
来
の
市
民
的
な
る
政
識
が

好
ん
で
こ
れ
を
潟
す
や
う
に
、
只
管
に
農
業
物
の
債
格
を
釣
上
げ
る
方
策
を
採
る
に
於
て
は
、
必
宇
や
そ
れ
は
他

方
に
於
て
都
市
の
消
費
者
特
に
労
働
者
や
給
料
取
を
背
め
る
こ
古
に
な
る
か
ら
、
一
耽
曾
民
主
議
ご
し
て
は
、
債
格

の
諸
賞
な
る
構
成
に
つ
い
て
は
勿
論
考
慮
を
梯
ム
け
れ
ど
も
、
も
つ
ご
根
本
的
し
農
業
生
産
の
増
進
を
計
る
ζ

E

が
急
務
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
E
す
る
次
第
で
あ
る
。

五

商
業
資
本
よ
り
の
解
放

然
ら
ば
農
産
物
の
債
格
の
構
成

t
-
}
れ
に
伴
よ
農
産
物
版
責
組
織
に
闘
す
る
方
商
は
吉
見
る
に
、
一
枇
曾
民
主
灘

は
現
時
の
経
済
組
織
に
在
つ
て
は
、
中
間
商
業
が
生
摩
物
質
実
上
あ
ま
り
に
重
大
な
る
部
分
を
働
き
、
た
め
に
生

掲
換
祉
官
民
主
誌
の
農
政
綱
領

時

第
二
十
五
穆

第
三
銃

ぺ二

-1; 

諭
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時

論

樹
塊
枇
官
民
主
誌
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
巻

七

第

就

七

産
者
E
消
費
者
E
共
に
搾
取
を
被
る
さ
見
る
こ
ピ
、
世
に
行
は
れ
る
此
桶

ω議
論
の
見
る
所
ご
回
調
ら
な
い
。
そ
こ

で
某
の
改
善

ω潟
め
に
考
へ
ら
れ
る
方
策
ご
し
て
、

一
方
生
産
者
の
側
に
於
て
販
寅
組
合
を
組
織
し
他
方
消
費
者

の
側
に
於
て
は
消
費
組
合
を
組
成
し
て
、
雨
者
間
に
直
接
な
る
責
買
取
引
を
絡
し
、
中
間
商
業
の
整
理
ご
排
除
己

を
活
苫
ね
ば
な
ら
泊
ピ
主
張
す
る
。
そ
し
て
従
来
存
す
る
多
〈
の
此
樋
組
合
は
大
抵
プ
U
Y

ジ
ヨ
ア
支
配
の
下
に
在

る
が
故
仁
、
こ
れ
を
其
手
か
ら
解
放
し
て
小
農
民
や
労
働
者
の
支
配
す
る
機
閥
ピ
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
ピ
す
る
の

で
あ
る
。

農
産
物
中
の
最
も
主
要
な
る
穀
物
に
つ
い
て
は
、
現
今
盛
な
る
投
機
取
引
が
行
は
れ
、
取
引
所
は
賭
博
所
た
る

か
の
税
を
呈
す
る
次
第
な
れ
ば
、
こ
れ
が
弊
害
を
根
本
的
に
救
治
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
泊
。
そ
し
て
其
侭
絡
の
甚
し

、さ

jc
拙
型
動
無
か
ら

L
h
v
る
に
努
む
る
己
同
時
に
、
園
内
に
必
要
ざ
す
る
穀
物
は
山
家
得
る
限
。
多
〈
こ
れ
を
国
内
に

於

τ生
産
す
る
を
要
L
、
そ
の
絡
に
は
闘
内
生
産
を
L
て
業
務
ご
し
て
立
行
〈
こ
ど
の
出
来
る
も
の
ご
せ
な
け
れ

ば
な
ら
白
か
ら
、
穀
物
内
側
椛
は
そ
の
生
産
を
支
持
す
る
に
通
す
る
程
度
の
高
Z
の
も
の
ピ
す
る
必
要
ゐ
b
E
見

る
。
滋
に
於
て
か
園
内
に
輸
入
せ
ら
れ
又
圏
外
に
輪
出
せ
ら
れ
る
穀
物
及
穀
粉
に
閲
し
て
は
、
図
家
的
な
る
専
貰

制
を
設
〈
る
を
要
し
、
閥
内
に
於
げ
る
取
引
は
自
由
な
れ
ど
、
立
(
聡
出
入
は
こ
れ
を
専
寅
ど
し
て
、
共
の
樹
格
の

趨
蛍
な
る
調
節
を
行
ム
ニ
ご
に
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
主
張
す
る
の
で
め
る
。
従
来
随
内
穀
物
生
産
保
訟
の
潟
に

は
閥
税
政
策
が
用
ゐ
ら
れ
た
り
れ
Y
」
も
・
こ
れ
は
生
産
者
保
護
の
怨
仁
泊
費
者
の
刺
盆
を
犠
牲
に
す
る
も
の
亡
か

， ' .・.



ら
不
可
で
ゐ
る
。

ニ
れ
は
宜
し
(
専
資
制
度
に
依
て
行
は
る
ぺ
き
も

ω
で、

其
制
度
の
下
に
於
け
る
調
椅
は
、
世

界
市
場
便
秘
さ
は
無
関
係
に
、
閥
内
の
生
産
品
質
問
係
ご
専
資
費
用
ピ
を
目
安
Z
し

τ定
む
ぺ
き
も
の
で
、
消
費
者

は
生
産
者

ω業
務
を
立
行
か
し
む
る
に
足
る
に
け
の
侭
格
は
梯
ム
が
闘
家
に
租
税
ご
し

τ納
入
す
る
こ
ご
は
無
い

や
う
に
す
ぺ
量
だ
ご
せ
ら
れ
る
o

己
に
か
(
産
業
組
合
の
晶
岡
山
遥
芭
輸
出
入
穀
物
専
貰
制
の
貨
施
正
は
、
庭
生
産
者
ご
消
費
者
ピ
を
現
時
の
商
業
的

な
資
本
己
資
本
的
な
投
機
正
の
一
搾
取
か
ら
解
放
す
る
所
以

r
z見
ら
れ

τ居
品
。
併
し
現
時
の
や
う
な
資
本
制
批

曾
に
在
つ
て
は
異
質
の
解
放
は
行
は
れ
な
¥
異
質

ω解
放
は
枇
曾
主
義
的
融
合
に
於

τの
み
品
局
さ
れ
る
の
で
あ

る
o
印
ち
現
今
生
産
物
の
俄
椛
は
需
要
E
供
給
吉
山
閥
係
に
依
り
、
商
業
己
投
機
正
の
支
配

ω下
に
定
ま
る
の

r

が
、
一
枇
曾
主
義
的
批
曾
に
於

τは
か
、
る
偶
然
的
な
関
係
に
依

τ債
格
的
♂
定
め
ら
れ
る
こ
ご
な
く
、
骨
m
rい
合
理
的

な
る
採
算
の
下
仁
定
め
ら
れ
、
然
か
も
去
の
通
営
な
る
決
定
に
依

τ農
業
ピ
工
業
ピ
は
共
に
平
均
的
に
品
目
展
し
行

〈
こ
吉
の
出
来
る
や
う
に
せ
ら
れ
る
。
祉
品
目
主
義
的
批
曾
に
於
て
は
大
工
業
ピ
大
商
業
正
は
枇
曾
化
せ
ら
れ
、
小

農
民
は
依
然
そ
の
小
所
有
地
さ
小
蹴
管
芭
の
上
に
凋
立
を
維
持
し
乍
ら
、
然
か
も
資
本
の
刺
子
的
支
配
ピ
カ
ぞ
プ

戸
の
園
間
格
的
支
配
正
資
本
的
商
業
の
搾
収
己
か
巳
兎
れ
る
こ
古
川
か
出
来
る
の
で
あ
る
。
資
本
制
一
枇
曾
に
在
つ
て
は

生
産
方
法
の
無
政
府
的
版
態
h
p

ら
し

τ農
産
物
価
問
格
低
落
り
恐
慌
的
時
代
は
債
格
騰
支
の
時
代
ご
入
替
・
9
立

替

る
。
枇
曾
主
義
枇
曾
に
在
つ
て
は
農
工
共
じ
一
中
均
的
に
繋
へ
ら
れ
て
、
農
民
が
刑
曾
的
接
働
の
会
牧
盆
に
掛

Lτ

E年

崩
壊
献
合
民
主
棋
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
巻

七

第

貌

七

Z向

， ，. ..~ 



時

論

調
壇
枇
曾
民
主
誕
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
巻

三
七
四

第

披

七
四

…一一一一一…御一一戸 Iト

有
す
る
割
前
は
官
目
的
な
経
済
カ
の
支
配
に
依
っ
て
定
ま
る
こ
ご
な
〈
、
意
識
的
に
計
宜
的
に
制
限
せ
ら
れ
る
4

z、
な
る
ご
提
示
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
凶

，晶咽，、

抵
常
資
本
よ
り
の
解
放

現
今
農
民
は
信
用
に
依
て
資
金
を
得
な
灯
れ
ば
な
ら
泊
必
要
に
迫

ιれ
る
場
合
頗
る
多
(
、
た
ご
へ
小
農
民
正

い
へ
苫
も
、
こ
の
必
要
を
兎
机
る
ζ

正
は
出
家
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
大
抵
抵
賞
信
用
t
し
て
表
は
れ
る
の
で
あ

っ

τ、
土
地
獲
得

ω錦
に
、
土
地
改
良
の
匁
に
、
叉
種
々
な
る
緊
急
的
必
要
の
錦
に
‘
低
嘗
信
用
を
越
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
共
結
果
農
民
は
鹿
央
過
度
信
用
に
陥
っ
て
非
慣
な
困
難
に
遭
遇
す
る
を
避
り
難
い
の
で
め
る
ο

そ

こ
で
従
来
ニ
れ
を
防
向
、
道
正
し

τ、
農
民
の
起
こ
し
得
ぺ
き
信
用
限
度
を
定
む
吋
し
ご
の
議
論
も
行
は
れ
た
の
だ

が
、
そ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
居
る
農
民
に
た
い
資
金
の
信
用
借
を
翁
し
て
は
な
ら
同
正
禁
じ
て
も
、
賀
行
さ
れ
る

見
込
は
な
い
。
政
策

E
L
て
は
農
民
が
か
、
る
必
要
仁
迫
ら
れ
る
こ
ど
な
き
ゃ
う
な
ら
し
め
、
共
の
所
有
地
が
あ

ま
り
に
過
大
な
抵
賞
負
婚
を
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
強
迫
し
た
放
般
に
陥
る
こ
ご
の
無
い
や
う
に
し
て
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

此
の
見
地
か
ら
し
て
枇
曾
民
主
黛
は
農
民
に
劃
す
る
安
い
信
用
の
道
を
閲
(
ニ
ご
を
急
務
官
考
へ
た
。
そ
の
震

に
は
銀
行
の
支
配
権
を
釘
破

L
、
銀
行
方
市
F
7
w
を
解
散
L
、
銀
行
に
謝
す
る
厳
重
な
同
家
並
替
を
行
ふ
ぜ
岡
崎

Baucr. a. a. O. S. 28-47; Soziald. Parteit-"lg， 1927. S. '277仔13) 
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に
、
他
方
に
於

τは
、
農
村
抵
嘗
銀
行
正
貯
蓄
金
庫
正
信
用
組
合
ご
の
普
及
を
固
る
べ

L
Z
錦
L
た。

農
民
を
し
て
過
度
負
債
に
陥
る
原
因
乞
防
「
道
ご
し
て
は
、
現
今
農
民
が
土
地
を
購
入
す
る
に
賞
b
其
代
債
の

一
部
分
を
ば
抵
営
信
用
に
依
て
調
達
す
る
の
が
普
通
に
表
は
る
、
現
象
な
れ
ば
、
先
ヴ
此
方
面
を
盤
へ
る
こ
さ
を

考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
臥
。
現
今
土
地
は
某
の
貰
買
債
格
が
牧
盆
債
務
よ
り
も
版
三
両
〈
て
、
従
て
土
地
の
抵
常
煩

格
も
高
〈
、
須
に
農
民
は
土
地
を
買
っ

τ其
を
抵
蛍
に
入
れ
金
を
借

bτ
代
債
を
掛
っ
た
の
で
は
、
抵
嘗
信
用
の

刺
子
の
潟
め
に
土
地
政
盆
の
大
い
な
る
部
分
を
用
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
に
な
h
、
業
経
済
は
困
難
に
陥
ら
5

る
を
得
な
い
。
こ
れ
必
克
土
地
の
寅
買
債
格
が
高
き
仁
泡
ぐ
る
が
潟
に
外
な
も
ぎ
れ
ば
、
弊
中
世
間
の
本
を
絶
つ
道
-
こ

し
て
は
、
こ
の
貼
に
謝
し
て
矯
正
崎
県
を
講
也
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

乃
て
現
今
土
地
の
寅
買
債
格
の
方
外
に
高
い
原
闘
を
深
っ
て
目
見
る
に
、
ぞ
の
主
な
る
も
の
が
二
つ
ゐ
る
。

は

大
地
主
輩
が
狩
場
な
ど
に
せ
ん
斜
め
に
方
外
な
倣
で
土
地
を
買
占
め
る
，
』

t
で
あ

b
、
二
は
小
農
民
が
無
産
者
た

、、.

る
ニ
ピ
の
境
遇
を
恐
仰
い
て
只
管
に
土
地
を
所
有
せ
ん
ど
欲
し
算
盤
の
り
た
を
外
し
て
高
い
値
を
臓
は
な
い
で
土
地

を
買
ム
こ
Z
こ
れ
で
あ
る
。
き
れ
ば
温
度
負
債
の
源
を
絶
つ
事
は
こ
の
こ
駄
を
抑
へ
な
り
れ
ば
な
ら
凶
。
そ
こ
で

枇
曾
民
主
黛
は
一
方
に
大
地
主
の
自
傾
狩
獄
機
を
禁
止
す
ぺ
し
芭
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
第
二
馳
に
至
つ

て
は
現
時
の
枇
曾
組
織
の
綴
〈
限
り
、
農
民
に
た
い

V

土
地
合
欲
し
が
る
な
ぜ
い
っ
て
も
無
理
な
こ
ピ
で
、
無
産
者

た
る

ζ
z
e
e恐
れ
る
限
h
農
民
は
必
宇
土
地
を
欲
し
が
る
。
土
地
を
欲
し
が
る
こ
ご
な
か
ら
し
め
ん
翁
に
は
無
産

時

調
抽
明
融
合
民
主
鎮
の
農
政
綱
領

第
二
十
五
巻

三
七
五

第

観

七
五

論

F 、時

."." 



R寺

濁
填
一
世
合
民
主
(
品
目
農
政
綱
領

罰百

第
二
十
五
巻

一
七
大

第

披

士
大

者
た
子
炉
-
諮
れ
る
こ
ご
の
無
い
や
う
仁
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
つ
ま
b
無
産
者
の
境
池
を
安
時
制
な
安
定
せ

る
も
の
た
ら
し
む
る
外
に
存
せ
な
い
G

然
し
か
、
る
境
辿
は
た
い

V

枇
曾
主
義
枇
曾

ω質
現
に
依
て
の
み
見
符
ら
れ

る
所
ピ
か
ら
、
速
に
立
(
賞
現
を
期

L
、
大
工
業
正
大
農
地
の
岡
有
を
断
行
L
、

一
方
に
は
無
産
者
が
貨
叫
労
働
者
百

し
て
企
業
家
の
搾
恥
を
被
占
ニ
ピ
無
か
ら
し
む
る
ご
同
時
に
、
他
方
仁
は
小
農
民
ご
し

τ抵
常
信
用

ω搾
取
を
受

け
る
こ
Z
の
無
レ
や
う
に
す
る
外
は
な
い
1
0

一
枇
曾
主
義
舵
曾
に
在
て
は
柚
労
働
者
は
皆
就
峨
を
保
障
せ
ら
れ
失
業
の

恐
を
取
去
ら
れ
老
後
の
心
配
を
無
〈
き
れ
る
か
ら
、
無
産
者
た
る
こ
Z
に
恐
怖
を
抱
〈
必
要
が
な
い
。
従
て
農
村

の
人
b
も
無
産
者
た
る
ニ
芭
を
恐
れ
る
一
例
か
ら
土
地
を
只
管
に
四
河
川
糊
ム
る
こ
Z
は
な
〈
な
る
。
之
に
依
て
土
地
寅

買
痕
絡
が
牧
盆
傑
椅
以
上
に
高
〈
な
る
原
因
は
取
去
ら
れ
、
従

τ過
度
負
債
の
恐
も
な
〈
な
け
Q

O

こ
の
見
方
は
農
業
政
策
に
閲
す
る
質
地
方
針
ご
し
て
は
、
殺
現
上
柳
か
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
仁
聞
こ
ゆ
る
所
あ

b
、

叉
質
行
的
に
は
そ
の
所
詞
枇
曾
主
義
枇
舎
の
質
現
に
闘
す
る
賞
際
方
法
が
示
苫
れ
な
い
で
は
、
ど
う
も
具
閥
的
政

策

F
し
て
の
賀
放
カ
を
有
も
得
な
い
1
t
も
見
へ
る
。
併
し
土
地
調
格
の
司
公
定
が
行
は
れ
雛
き
こ
己
で
あ
h
、
土
地

の
資
質
や
抵
蛍
貸
借
ゃ
を
一
定
さ
れ
た
牧
盆
繍
格
に
依
て
す
る
こ
正
も
質
際
上
困
難
で
ゐ
る
か
ら
に
は
、
粧
品
目
民

主
議
ご
し
て
は
、
所
謂
根
本
的
改
革
案
を
提
げ
て
行
く
外
は
な
い
の
で
あ
ら
う
。

七

小

作

人

保

護

Dauer， a. a. O. S. 48-69. 14) 
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土
地
の
債
格
を
方
外
に
高
(
す
る
結
果
は
、
土
地
を
買
ふ
小
農
民
が
抵
嘗
資
本
の
矯
め
に
搾
取
せ
ら
れ
る
こ

Z

正
な
る
の
み
な
ら
す
、
地
債
高
き
が
縛
め
に
茸
(
の
小
作
料
も
寅
際
の
地
代
に
比
し
遥
か
に
高
い
所
に
居
る
こ
Z
に

な
っ
て
、
小
作
を
す
る
小
農
民
の
小
作
料
負
路
を
過
大
な
ら
し
め
、
彼
等
は
そ
の
一
家
の
労
働
に
謝
す
る
賃
金
牧

入
の
一
部
分
を
割
い
て
小
作
料
の
支
抑
を
す
る
外
は
な
い
こ

Z
に
な
る
。
期
〈
て
即
も
か
、
る
方
外
な
る
地
慨
は

地
主
を
し
て
小
作
人
を
搾
取
せ
し
な
る
弊
害
を
伴
は

F
る
を
得
な
い
。

ε・
』
で
此
の
搾
取
に
劃
す
る
小
作
人
保
護
の
道
を
諦
十
る
こ
ご
が
農
政
上
重
要
な
ら
・
3
る
を
得
さ
る
次
第
で
、

枇
曾
民
主
識
は
そ

ω保
議
立
法
を
鋳
す
こ
ピ
を
農
政
綱
側
中
に
掲
げ
て
居
る
。
填
回
世
曾
民
主
黛
の
提
案
は
、
先

づ
小
作
曲
惜
確
立
の
震
に
、
小
作
期
間
は
六
年
以
内
た
る
こ
Z
を
得
F
る
も
の
亡
し
た
。
次
に
小
作
人
は
小
作
契
約

締
結
以
後
小
作
経
営
の
質
成
績
に
於

τ、
北
(
銭
に
縛
し
た
る
叫
労
働
に
識
し
賞
該
地
方
普
通
並
み
の
賃
金
般
入
を
も

得
古
る
場
合
に
は
、
何
時
に
て
も
小
作
料
の
低
減
を
請
求
す
る
を
得
る
も
の
ご
し
、
-
』
の
請
求
に
謝
す
る
決
定
は
、

判
事
を
議
長
己
す
る
小
作
委
員
曾
が
之
を
梨
へ
る
も
の

Z
す
る
。
小
作
委
員
曾
は
議
長
以
外
四
名
よ
り
成
h
、
中

二
名
は
小
作
人
凶
躍
り
選
定
一
い
よ
り
仙
の
ニ
名
は
地
主
幽
髄

ω選
定
に
よ
る
υ

次
に
メ
民
訟
上
仁
定
め
ら
れ
た
る

小
作
人
が
小
作
地
に
劃
し
て
怨
せ
る
改
良
に
劃
す
る
地
主
の
賠
償
・
不
作
の
場
合
に
於
り
る
小
作
料
の
減
免
等

ω

規
定
は
、
契
約
に
依
て
こ
れ
を
謹
一
具
す
る
を
得
宇
、
其
他
小
作
人
が
法
律
上
有
す
る
権
利
は
、
小
作
契
約
に
依

τ

こ
れ
を
ぬ
棄
す
る
を
得
ざ
る
も
の
ご
す
る
司
」
己
、
又
小
作
契
約
満
了
期
限
前
に
於
り
る
地
主

ω解
約
を
認
む
る
契

時

蛸
境
配
官
民
主
情
抽
出
産
政
制
領

第
二
十
五
巷

三
七
七

第
三
親

前

七
七

，'""ff 



時

第
二
十
五
各

七
月.

前
川
守
樹
模
枇
官
民
主
謀
mv
農
政
締
領

節

緯

七
}¥. 

約
は
無
殺
な
る
べ
き
-
」
E
等
の
規
定
を
設
り
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

Z
主
張
す
る
の
で
あ
る
o

ム
究
仁
現
在
の
小
作
人
に
し
て
小
作
契
約
の
満
期
が
其
の
生
存
を
危
〈
す
る
恐
ゐ
h
ノ
、
然
か
も
其
の
小
作
関
係
の

継
続
が
賃
貸
人
の
経
済
上
の
存
在
を
危
険
に
陥
ら
し
む
る
-
』

Z
な
き
場
合
に
は
、

小
作
人
は
其
の
小
作
地
の
お
有

を
続
く
る
を
得
る
も
の
芭
す
る
。
こ
の
危
険
が
果
し
て
存
す
る
や
否
や
は
小
作
委
員
曾
に
於
て
決
定
す
る
。

失
に
大
地
主
の
所
有
地
に
し
て
小
分
せ
ら
れ
て
小
作
に
附
せ
ら
れ
、
然
か
も
そ
の
小
作
は
少
〈

z
b
一
代
以
上

引
縦
吉
岡
家
族
に
依
て
箱
き
れ
た
る
も
の
な
る
場
合
に
は
、
毛
の
小
作
地
は
地
方
自
治
鰻
の
所
有
に
移
苫
れ
嘗
該

小
作
人
仁
劃
し
て
永
小
作
地
正
し
て
附
輿
せ
ら
る
べ
き
も
の
さ
す
る
。
一
枇
曾
民
主
燕
が
か
、
る
土
地
を
何
故
に
賞

該
小
作
人
の
所
有
に
移
す
・
』
ご
を
以

τ方
針
正
し
な
か
っ
た
か

Z
い
ふ
に
、

か
(
す
れ
ば
小
作
人
は
地
舗
を
支
扮

は
ぎ
る
べ
か
ら
ゴ
る
必
要
上
抵
嘗
信
用
を
負
指
し
て
其
の
刺
排
の
た
め
に
小
作
人
た
る
よ
・
り
も
却
っ
て
葉
境
渇
を

困
難
な

ιし
め
る
恐
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
ぺ

τ斯
く
の
却
〈
に
し
て
枇
曾
民
主
黛
の
掛
小
作
政
策
は
三
段
よ

b
成
h
、
先
づ
小
作
法
を
改
正
す
る
こ

吉
、
究
に
は
小
作
地
の
占
有
を
確
保
す
る
こ
正
、
来
に
は
大
地
主
の
小
作
地
を
地
方
自
治
健
有
仁
移
し
葉
小
作
人

を
永
小
作
人
正
す
る
こ
ど
仁
せ
ん
古
し
て
居
る
o

然
し
こ
の
聞
係
に
於
て
も
資
本
制
枇
曾
に
於
げ
る
小
作
人
保
護

に
は
自
ら
限
度
ゐ
る
を
兎
れ
宇
、
真
仁
徹
底
せ
る
保
護
は
枇
曾
主
義
枇
舎
の
賞
現
ド
依
て
の
み
錫
古
る
、
を
得
る

ピ
考
へ
ら
れ
る
。
郎
も
小
農
民
が
無
産
者
た
る
こ
己
を
恐
る
、
限
・
0
や
は
ち
小
作
料
は
せ

b
上
げ
ら
れ
る
を
見
れ

一，
・



ぬ
。
無
産
者
托
る
こ
ど
に
何
等
の
危
懐

ω伴
-
U
ぎ
る
一
舵
曾
主
義
枇
曾
に
於

τの
み
小
作
人
弘
安
全
に
叉
安
神
し
て

其
業
務
を
行
ム
こ
芭
が
出
来
る
。
資
本
制
批
曾
に
在
つ
て
は
、
普
通
の
券
働
者
は
生
産
手
段
の
所
有
を
離
れ
た
る

結
果
ご
し
て
共
所
有
者
た
る
資
本
主
に
勢
働
を
資
ら
な
け
れ
ば
な
ら
宇
、
従

τ其
搾
取
を
被
る
を
免
れ
な
い
。
小

作
人
も
み
-
然
こ
れ
芭
同
様
に
、
生
産
手
段
た
る
土
地
の
所
有
か
ら
離
れ
た
る
錦
め
に
葉
の
所
有
者
た
る
地
主
め
土

地
を
借
ち
て
用
ゐ
る
外
は
な
〈
、
共
給
巣
地
去
の
搾
取
を
被
る
を
兎
れ
な
い
。
き
れ
ば
帥
労
働
者
己
小
作
人

ιは
会

〈
そ
の
運
命
が
同
様
で
そ
の
利
害
が
共
通
で
ゐ
る
。
雨
者
は
相
提
携
し
て
進
み
共
同
仁
新
運
命
を
開
拓
せ
な
り
れ

ば
な
ら
泊
古
は
、
貨
に
枇
曾
民
主
戴
め
主
張
す
る
所
で
あ
る
。
郎
ち
雌
ガ
農
共
同
戦
線
は
斯
〈
の
如
〈
に
し
て
造
ら

れ
ね
ば
な
ら
品
必
然
の
勢
に
あ
る
も
の
ご
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

i¥ 

農
業
労
働
者
保
護

以
上
一
市
す
所
は
す
べ

τ在
が
前
仁
換
太
利
一
肱
曾
民
主
諜

ω農
政
綱
倣
中
の
第
一
部
門
ピ
見
た
所

ωも
の
で
ゐ
つ

て
、
何
れ
も
農
業
生
産
の
増
進
に
夜
接
者
〈
は
間
接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

-
』
れ
か
ら
滋
ん
で
英
第
二

部
門
即
も
農
業
労
働
の
保
護
に
闘
す
る
方
面
を
窺
ふ
-
』
ご
に
す
る
。

従
来
労
働
者

ω機
利
を
認
め
又
其
保
謎
の
潟
に
立
法
を
柏
崎
す
気
運
は
か
な
り
早
〈
か
ら
開
け
て
居
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
営
初
工
業
崎
労
働
者
に
限
ら
れ
、
立
(
後
漸
究
主
(
範
凶
が
蹟
げ
ら
れ
る
に
し
て
も
農
業
帥
労
働
方
面
は
い
つ

時

掛
却
〈
社
市
官
民
主
誌
の
農
政
刺
制

吃二

:!L 

第
二
十
五
を

三
七
丸

第

観

両首
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時

第
二
十
五
省

J、
O 

=一
λ
0

者

鵠

猫
塊
枇
官
民
主
棋
の
農
政
綱
領

I市

も
め
ご
姐

L
に
せ
ら
れ
る
の
が
諸
凶
の
・
質
例
で
ゐ
っ
た
。
然
し
こ
れ
は
い
と
う
し
て
も
公
卒
に
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な

ιぬ
。
若
し
か
、
る
股
越
が
氷
綴
す
る
に
於
て
は
、
農
工
労
働
者
聞
の
境
遇
の
不
平
均
は
段
均
甚

L
〈
な
る
ば
か

h

リ
で
、
農
業
勢
働
に
従
事
す
る
も
の
は
盆
々
共
境
池
に
不
安
正
一
小
尚
を
戚
じ
、
農
業
を
す
て
、
都
曾
地
や
鉱
業
地

に
移
輔
す
る
こ
吉
、
な
る
外
は
な
い
。
斯
〈
て
は
農
業
そ
の
も

ω
、
疲
弊
を
見
農
村
の
荒
厳
に
婦
ず
る
は
兎
れ
難

い
所
で
ゐ
る
。

農
業
労
働
に
従
事
す
る
者
に
封
し
て
保
謎
的
立
法
的
一
潟
さ
れ
ん
た
め
に
は
、
農
業
労
働
者
が
立
法
府
に
カ
を
得

る
必
要
が
め
る
。
印
も
農
業
労
働
者
も
政
治
上
の
質
構
を
つ
か
む
必
要
が
め
る
o

併
し
そ
の
資
力
の
獲
得
は
所
詮

工
業
共
他
の
捗
働
者

t
の
共
同
運
動
に
依

τす
る
外
は
な
い
か
ら
、
農
村
労
働
者
た
る
も
の
は
須
ら
〈
勢
働
組
合

を
組
織
し
て
工
業
労
働
者
其
他
り
も
の
、
労
働
組
合
芭
合
街
漣
衡
す
べ
き
で
ぬ
る
υ

そ
し
て
枇
曾
民
主
謀
に
加
入

し

t
串
一
な
る
大
戦
線
を
脹
ら
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
、
る
組
織
的
な
る
迩
動
に
依
て
ニ
そ
初
め
て
有
力
な
る
階

級
職
事
は
賀
行
古
品
、
を
得
、
又
勝
利
の
見
込
も
ゐ
毛
ご
せ
ら
れ
る
。
こ

ω
鬼
地
か
ら
枇
曾
民
主
黛
は
農
業
崎
町
働

者
の
健
悟
を
促
し
、
結
合
し
て
力
を
得
、
力
を
得
て
戦
ひ
、
戦
っ
て
階
級
利
徒
を
擁
護
し
、
離
村
の
原
闘
を
除
去

せ
な
け
れ
ば
な
ら
泊

t
す
る
の
で
ゐ
る
。

拙
労
働
保
護
の
質
際
的
方
面
三
し
て
は
、
農
政
綱
領
は
先
づ
農
業
第
働
に
も
集
令
的
凶
憧
契
約
Jf
認
め
調
停
制
度

を
設
く
べ
き
こ
己
を
主
出
抗
す
る
。
次
じ
は
工
場
委
員
の
制
度
に
倣
っ
て
、
二
十
人
以
上
的
批
労
働
者
を
使
加
す
る
所

主格， .'・..



に
は
其
中
か
ら
一
名
の
業
務
参
奥
を
選
任
し
、

五
人
以
上
を
使
用
す
る
所
に
は
一
名
の
勢
働
委
員
を
仲
聞
か
ら
港

出
せ
し
め
る
ニ
ご
に
す
べ
し
ご
主
張
す
る
。
術
又
峠
労
働
曾
議
所
に
農
業
労
働
者
部
を
設
〈
ぺ

L
E
ω
主
張
ゃ
、
其

他
-
』
れ
に
類
似
の
主
張
を
掲
げ
て
居
る
o

一
率
に
は
行
か
な
い
が
、

時
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
農
業
々
務
の
性
質
上
季
節
ご
天
気
ご
に
影
響
せ
ら
れ
る
か
ら
、
工
業
な
ド
と
の
や
う
に

-
年
平
均
的
に
人
時
間
制
を
布
〈
ぺ
き
も
の
ご
し
、
そ
の
範
囲
内
に
於
て
閲
鱒
協
約
に

よ
b
夏
季
に
は
や
、
長
き
冬
期
に
は
や
、
一
泊
当
一
捗
働
時
間
を
約
定

L
、
米
背
に
閲
す
る
帥
労
働
ざ
山
部
庭
内
妙
働
ご
に

つ
い
て
も
特
獄
の
協
約
を
縛
す
ペ
し
ご
す
る
。
時
間
外
労
働
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
劃
し
て
は
普
通
賃
金
の
五

時

論

猫
嘆
批
曾
民
主
骨
掃
の
農
政
綱
領

第
二
十
宜
容

p、

第

擁

J、

割
増
を
支
給
す
ぺ
し
正
す
る
o

日
雌
休
業
に
闘
し
工
は
、
夏
季
に
は
三
十
六
時
間
冬
期
に
は
四
十
二
時
聞
の
休
暇

を
奥
ム
ベ
し
ご
す
る
が
、
家
音
に
闘
す
る
崎
労
働
正
家
庭
内
勢
働
正
に
は
例
外
を
認
め
る
の
で
あ
る
I

労
働
者
の
住
居
に
闘
し
て
は
保
健
上
不
通
賞
な
る
も
の
を
禁
止
す
る
・
」
三
業
務
に
仲
J

危
険
に
闘
し

τは
共

の
防
止
設
備
公
十
分
に
す
る
ζ

z

、
女
子
努
働
者
に
閥

Lτ
は
共
の
保
般
に
注
意
し
特
に
姫
旋
時
及
月
経
時
に
謝

す
る
保
護
を
錦

it
』
正
、
少
年
勢
働
保
護
を
行
ふ
ニ
三
等
が
一
不
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
等
は
大
抵
工
場
法
に
於
げ
る

規
定
に
準
じ
て
保
護
法
を
定
め
ん
ご
す
る
も
の
で
、
工
場
監
督
同
様
の
監
督
制
を
も
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
さ
せ

ら
れ
る
。

労
働
保
謎
に
関
し
て
は
換
太
利
の
農
政
綱
領
に
は
強
制
疾
病
保
険
、
養
走
及
療
疾
保
険
、
傷
害
保
険
、
失
業
保

、4

，'-・'.



時

描
抽
世
枇
合
民
主
議
内
農
政
綱
倒

第
=
十
五
巻

λ 

ハ.

第

貌

2詣

険
等
を
農
業
労
働
者
に
も
及
ぼ
す
べ
き
こ
ご
が
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
Z
。
獅
逸
に
在
つ
て
は
労
働
保
険
中
の
或
も
の

は
阪
に
農
業
労
働
者
に
も
遮
周
せ
ら
れ
品
こ
ご
仁
な
っ
て
居
る
が
、
枇
曾
民
主
祭
は
一
見
仁
進
ん
で
十
分
完
全
に
農

工
努
働
者
の
保
険
上
に
於
げ
る
地
位
を
同
一
に
し
共
の
利
便
を
卒
均
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
己
見

τ居
る
。

仙
醐

?
L右
等
の
努
働
者
保
護
政
策
は
主
ご
し
工
崎
労
働
者
に
就
い
て
考
へ
ら
れ
る
ん
り
だ
が
、
凶
明
太
利

ω枇
曾
民
宅

鎗
農
政
制
餌
に
於
て
は
、
一
見
に
此
等
的
施
設
を
農
林
業
に
於
り
る
給
料
取
仁
も
及
ぽ
し
、
紛
糾
取
階
級
の
利
益
を

叫
労
働
者
同
械
に
保
設
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
芭
見

τ居
る
。
そ
し
て
術
此
等
の
保
護
立
法
や
保
険
施
設
に
闘
し

τは
凶
際
的
な
る
協
約
が
結
ば
れ
て
諸
岡
に
共
通
な
る
政
策

ω行
は
る
、
必
要
が
説
か
れ
て
あ
る
。

農
業
労
働
者
及
び
紛
糾
取
に
謝
し

τ比
等
山
保
護
を
潟
し
こ
れ
に
過
す
る
施
設
を
錦
す
に
於

τは
、
立
(
骨
岬
に
少

か
ら

e
さ
る
費
用
を
要
す
る
は
明
か
で
あ
る
。
蕊
仁
於

τか
一
』
れ
に
反
劃
す
る
者
は
、
新
が
る
技
用
は
蛍
然
に
農
産

物

ω樹
絡
を
騰
貴
せ
し
め
、
其
結
果
都
市

ω
一
一
般
住
民
特
に
は
勢
働
者
の
生
活
を
困
難
な
ら

L
む
る
こ
己
、
な
る

正
論
難
す
る
の
で
あ
る
。
り
れ
ど
も
た
ご
へ
之
が
鋳
め
に
費
用
を
要
l
其
結
川
端
多
少
農
産
物
の
償
格
を
勝
貴
せ
し

む
る
-
】
己
ゐ
h
ピ
も
、
都
市

ω
住
民
中
何
者
か
よ
〈
農
村
の
勢
働
者
は
何
等
か
、
る
保
護
を
受
げ
な
い
で
局

τよ

ぃ
ー
も
の
に
E
言
ひ
得
る
で
ゐ
ら
・
3
か
。
農
村
の
叫
労
働
者
は
げ
と
ん
な
惨
め
な
生
活
を
し
て
も
た
い
V

安
川
聞
に
農
産
物
を

作
っ
て
一
}
れ
を
都
市
住
民
に
供
給
す
る
役
目
を
3
へ
果
し

τ居
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の

r
t
ν
ふ
や
う
な
乱
暴
な
議

論
が
成
立
つ
も

ωで
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
術
ほ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ニ
E
は
、
若
し
農
村
労
働
者
の
保
護
が
有

e
 -

a
 



殺
に
叉
十
分
に
行
は
れ
グ
る
に
於

τは
、
彼
等
は
相
率
ひ
て
都
門
に
流
入
す
る
こ
ぜ
に
な
b
、
芙
結
果
都
市
労
働

者
の
聞
に
於
け
る
失
業
を
大
な
ら
し
め
、
引
い
y
f
L

叉
労
賃
標
準
を
も
引
下
げ
る
こ
ご
、
な
る
。
そ
れ
が
潟
め
都
曾

の
勢
働
者
は
多
少
農
旅
物
を
安
一
岡
田
に
買
ひ
得
て
も
其
の
境
遇
は
却
つ

τよ
b
以
上
嘉
〈
な
る
を
見
れ
ぬ
で
あ
ら

ぅ
。
そ
れ
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
枇
曾
民
主
祭
ぜ
し
て
は
他
迄
農
業
労
働
者
の
工
業
勢
働
者
同
時
四
な
る
一
枇
曾
的
保
穫
を
要
求
す
る
c

そ
し

て
農
工
業
帥
労
働
者
の
結
合
に
よ
る
共
同
運
動
が
有
致
に
行
は
れ
ん
怨
め
に
、
雨
者
の
問
に
各
々
有
力
な
る
組
合
組

織
が
賞
現
ず
る
に
至
ら
ん
ζ

ご
は
、
質
じ
現
時
の
枇
舎
に
於
り
る
自
然
的
な
る
要
求
で
め
っ
て
、
出
風
〈
農
村
総
産

者
の
境
地
の
向
上
己
改
善
の
矯
め
仁
共
同
凶
結
ぜ
共
同
運
動
ご
の
須
古
品
、
は
、
農
業
後
遠
の
進
化
法
則
上
の
要

求

r
z見
る
の
で
あ
る
引

九

村
落
共
有
地
の
整
理
ご
蹴
張

一
枇
曾
民
主
黛
は
次
に
共
街
地
に
劃
す
る
権
利
関
係
の
整
理
を
行
ふ
こ
正
、
、
村
落
共
有
地
の
如
き
を
披
大
す
る

こ
吉
、
を
農
政
綱
領
の
中
に
掲
げ
て
居
品
。
こ
れ
は
農
村
に
於
け
る
土
地
無
所
有
労
働
者
の
潟
に
か
、
る
共
有
地

に
於
て
家
産
を
遁
hJ
典
へ
る
ニ
芭
の
必
要
正
、
土
地
所
有
労
働
者
を

L
て
其
の
経
済
の
補
助
を
共
有
地
の
利
用
に

依
て
見
出
し
得
せ
し
め
ん
潟
の
必
要
ご
炉
ら
要
求
せ
ら
れ
る
所
で
ゐ
る
o

時

調
塊
祉
官
民
主
穂
町
農
政
制
領

白骨

第
ニ
十
王
巻

三
入
=
一

第

貌

八ふ

I畠。
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時

i官

猫
抽
世
枇
官
民
主
誕
申
農
政
綱
領

第
二
十
五
番

三
八
四

第

揖

p、
四

枇
曾
民
主
黛
の
見
る
所
全
以
て
す
れ
ば
、
山
林
や
牧
草
地
の
如
き
は
昔
は
皆
村
落
の
共
有
財
産
で
あ
っ
た
。
然

る
仁
時
代
の
経
過
に
つ
れ

τ業
等
は
王
侯
貴
族
に
依

τ領
有
せ
ら
れ
ー
し
ま
う
か
、
叉
は
村
民
中
に
其
の
共
有
者

た
る
少
数
部
類
の
人
々
が
出
来
て
他
の
者
は
そ
の
共
省
関
係
か
ら
排
尿
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
、
夏
に
は
共
有
者
間

に
分
割
私
有
さ
れ
て
普
通
の
私
有
地
に
化
L
て
し
ま
う
か
し
て
、
今
で
は
よ
ほ
ど
共
有
地
の
而
積
は
少
〈
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
め
る
。
ち
れ
ば
枇
合
民
主
黛
ご
し
て
は
.
こ
の
共
有
地
を
復
活
す
る
に
努
め
、
な
る
べ
〈
其
の
面

積
の
磁
大
を
闘
る
ご
共
に
、
共
の
共
同
使
用
機
に
闘

L
て
規
定
の
立
直
し
を
す
る
必
要
あ
b
さ
見
る
。

村
落
共
有
地
は
こ
れ
を
普
通
の
共
有
地
吉
村
落
基
本
財
産
芭
に
匝
別
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
前
者
は
そ
の

共
有
地
に
劃
し
て
機
利
を
有
す
る
者
が
、
無
償
仁
て
或
は
其
所
か
ら
薪
や
草
を
採
り
或
は
家
畜
を
放
牧
す
る
檎
利

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
村
落
自
治
慌
に
於
て
こ
れ
を
管
理
し
ぞ
の
使
用
は
有
料
ざ
し
て
其
牧
入
を
村

落
曾
計
の
中
に
繰
入
れ
る
を
例
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
枇
曾
民
主
黛
は
村
落
共
有
地
は
な
る
べ
〈
ニ
れ
を

村
落
基
本
財
産
に
愛
東
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
す
る
。
蓋
L
村
落
共
有
地
の
使
用
は
脅
憤
的
に
土
地
の
所
有
者
其

他
の
一
部
分
の
住
民
に
の
み
其
機
利
が
限
ら
れ
、
出
凪
〈
村
民
一
般
に
及
ば
な
い
の
を
例
ご
す
る
か
ら
、

も
』
れ
を
村

務
基
本
財
産
に
，
援
克
し
て
其
所
か
ら
の
牧
入
を
村
の
一
般
的
牧
入
中
に
加
へ
、
以
て
亭
校
の
建
設
や
改
良
や
道
路

其
他

ω公
共
的
使
用
仁
属
す
る
も
の
、
布
設
修
繕
等
に
用
ゐ
て
・
茶
の
聞
か
ら
生
A
Y
る
利
便
を
村
民
一
般
い
普
及

せ
L
め
な
け
れ
ば
う
そ

r
z考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
土
地
の
紋
況
に
よ
っ
て
は
其
所
に
無
産
者

， '" 
， ' .・.



に
謝
す
る
家
産
の
設
定
を
す
る
二
ピ
も
出
来
る
し
.
叉
土
地
を
所
有
す
る
帥
労
働
者
を
し
て
其
利
用
に
よ
h
経
臨
胴
上

の
補
助
を
得
せ
し
め
晶
-
エ
」
も
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

対
務
は
か
、
る
基
本
財
産
党
る
土
地
を
な
る
べ
く
康
〈
所
有
す
る
を
要
す
ゐ
。
そ
こ
で
枇
曾
民
主
撲
は
大
所
有

地
に
つ
い
て
は
其
の
外
逃
の
部
分
は
こ
れ
を
村
落
の
会
有
ご
銭
す
を
得
る
機
利
金
認
め
ん
ご
欲
す
る
。
そ
し
て
大

所
有
地
の
多
〈
存
在
L
な
い
所
に
あ
っ
て
は
、
す
ペ
エ
民
に
出
苫
れ
た
土
地
に
劃
し

τは
村
落
自
治
慨
が
先
貿
様

を
有
す
る
も
の

Z
し
、
又
競
寅
に
附
せ
ら
れ
る
土
地
の
競
寅
に
奉
加
す
る
を
得
る
推
利
を
認
め
ん
ご
す
る
。
そ

L

τ曾
て
村
落
共
有
地
た

h
し
土
地
は
二
れ
を
取
戻
す
を
得
る
権
利
を
も
認
め
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
塊
太
利
に

於
て
は
一
入
四
八
年
以
前
共
有
地
花
h
し
も
の
に
し
て
同
年
以
後
農
業
上
の
周
健

ω私
有
に
蹄
し
た
も
の
は
、
こ

れ
を
村
落
自
治
慌
に
於
て
恥
戻
す
を
得
る
も
の
正
せ
ん
ご

L
て
居
る
。

要
す
る
に
村
落
凶
慢
は
昔
時
は
頗
る
有
力
な
る
も
の
で
ゐ
っ
た
の
に
、
専
制
主
義
Z
自
由
主
義
ご
は
比
一
寅
カ
を

喰
ひ
破
っ
て
し
ま
っ
て
、
現
今
村
落
園
陸
は
甚
ピ
無
力
な
る
行
政
組
織
鰹
た
る
に
過
ぎ
ぎ
る
も
の
ご
な
っ
た
。
祉

曾
主
義
は
村
落
園
鶴
を
し
て
今
一
度
昔
の
有
力
な
も
の
に
立
蹄
ら
し
め
ん
ご
欲
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
庚
き
基
本

財
産
ピ
し
て
の
土
地
を
所
有
せ
し
め
、
多
〈
の
機
能
を
晶
困
却
す
る
を
得
る
も
の
ぜ
匁
苫
ん
己
欲
す
る
。
郎
も
崎
耐
京
市

枇
曾
主
義
批
曾
の
建
設
は
村
落
枇
曾
主
義
を
以

τ基
礎
ご
せ
な
り
れ
ば
な
ら
旬
、
」
見
て
居
る
の
で
あ
る
引

時

第
一
一
十
主
宰

/1‘ 
豆I

前

描
捜
祉
合
民
主
構
内
農
政
綱
領

=一
λ
Z

第

腕
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時

磁
場
枇
官
民
主
識
の
盛
政
糊
領

λ
六

第
一
一
十
五
巻

論

λ
大

俸

蹴

十

大
農
地
公
有
さ
森
林
公
有

次
に
枇
曾
民
主
黛
は
大
農
地
の
公
有
を
賀
行
せ
ん
ぜ
欲
す
る
。
そ
の
見
る
所
に
よ
れ
ば
、
一
克
来
土
地
の
所
有
に

は
掠
奪
し
た
品
土
地
ぜ
勢
働
に
依
て
得
た
ゐ
土
地
ぜ
ゐ
4
0
0

背
は
こ
の
岡
者
が
併
存
し
て
居
た
の
で
め
っ
て
、
農

民
の
所
有
す
る
土
地
は
大
抵
労
働
に
依
て
粒
々
辛
苦
L
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
所
有
地
は
戦
図
的
な
版
鶴

η
下
に
諸
伎
や
寺
院
な
ど
が
之
れ
を
略
取
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
資
本
主
義
の
後
述
は
か
、
る
土
地
所
有
制

の
畿
展
を
抑
止

L
て
L
ま
っ
た
。
郎
も
資
本
主
義
は
一
方
に
於

τは
大
所
布
地
に
謝

Lτ
共
の
寅
買
の
禁
止
や
制

限
を
相
川
き
、
其
の
古
来
の
領
有
者

ω手
が
ら
資
本
主
の
手
に
買
得
せ
し
む
る
道
を
聞
い
て
、
多
(
山
大
所
有
地
は

現
今
資
本
主
の
所
有
ぜ
な
る
に
至
ら
し
め
た
。
同
時
に
又
資
本
主
義
は
一
七
人
九
年
や
一
入
四
人
年
内
如
き
大
草

命
を
招
来
[
、

そ
の
結
川
市
昔
か
ら
農
民
が
土
地
の
上
に
有
L
τ
居
た
使
用
権
的
な
所
荷
植
を
ば
、
史
上
に
位
し
て

居
た
上
級
所
有
権
か
ら
解
放
し

τ、
完
全
な
所
有
機
芭
し

τ農
民
の
手
に
奥
へ
る
ニ
芭
に
し

τし
ま
っ
た
。
新
〈

τ現
時
仁
在
っ
て
は
か
、
る
ニ
様
の
源
流
か
ら
後
述
し
た
土
地
所
有
制
は
、
輔
々
相
鋭
さ
れ
購
山
貝
移
縛
さ
れ
て
、

入
乱
れ
た
朕
態
の
下
に
存
在
し
工
居
る
の
で
め
る
。

然
る
に
世
界
大
戦
は
又
新
た
な
る
革
新
の
時
期
を
造

b
、
大
所
有
地
伝
岡
家
公
共
の
有
に
移
寸
運
動
を
し
て
着

々
功
を
奏
す
る
に
至

ιし
め
た
。
郎
も
一
九

a

七
年
以
来
露
両
亜
、

レ
ッ
ト
一
ブ

Y
ド
、

ν
E
1
マ

，y
-

エ
旦
ト
-
一
フ
ン

V
、

・1・6
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大
所
有
地
は
日
常
有
に
移
さ
れ
て
、
並
(

上
に
小
農
民
が
扶
植
せ
ら
れ
、
大
所
有
地
は
質
際
に
於
て
小
農
民
の
労
働
所
有
地
化
す
る
に
至
っ
た
。
濁
逃
及
供

ア、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
グ
イ
ア
、

ヅ

エ

ヅ

コ

・

2

ロ
グ
ア
キ
ア
等
仁
在
て
は
、

牙
利
に
於
て
も
亦
大
所
有
者
は
農
民
移
住
地
の
設
定
Fγ
張
ね
ら
れ
る
立
法
が
潟
3
れ
い
た
。
塊
太
利
は
こ
の
大
運
動

に
貢
献
す
る
所
は
少
か
っ
た
が
、
そ
の
農
民
移
植
法
は
不
十
分
な
が
ら
や
は
h
同
一
傾
向
を
示
す
も
の
Z

J
は
ね

ば
な
ら
ぬ
。
き
れ
ば
現
今
欧
洲
の
大
部
分
に
於
て
は
大
所
有
地
の
犠
牲
に
於

τ勢
働
所
有
地
が
漸
失
脚
明
大
せ
ら
れ

っ
、
あ
る
。

枇
曾
民
主
黛
は
V
ふ
迄
も
な
(
此
勢
を
助
長
し
、
土
地
の
所
有
を
異
質
な
る
勢
働
所
有
た

ιし
め
、
大
所
有
地

は
こ
れ
を
閥
家
の
公
有
己
な
3
ん
£
欲
す
る
。

森
林
も
亦
耕
地
同
様
に
或
は
そ
れ
以
上
仁
会
共
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
妹
態
己
利
用
ご
に
閲
し

て
は
園
民
一
肢
は
直
接
至
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
。
然
る
仁
其
山
り
私
有
制
は
公
盆
よ

b
も
先
づ
刺
得
を
目
的
=

し
、
出
来
得
る
限
hJ
の
利
盆
を
賓
ら
す
で
ヲ
に
正
の
み
そ
の
管
理
が
縛
さ
れ
て
、
一
般
一
耐
曾
の
利
似
ご
一
致
l
難

い
所
が
少
く
な

ν。
畑
山
1
枇
命
日
民
主
熊
は
森
林
の
闘
布
制
を
・
賀
行
す
る
こ
さ
を
以

τ政
綱
ご
す
る
。
そ
し
て
其
の

会
有
化
古
れ
た
る
以
後
に
於
付
る
管
理
は
笹
利
主
義
に
よ
ら
な
い
で
、
国
民

ω稲
祉
を
第
一

Z
L
、
欣
盆
林
ご
し

て
い
は
な
〈
踊
枇
森
Z
L
て
管
理
L
・
岡
氏
一
般
的
利
仰
の
縛
め
に
・
」
れ
に
奉
仕
す
る
こ
三
を
本
義
正

L
、
国
民

経
済
上
の
利
害
己
森
林
経
傍
上
の
利
害
正
を
一
致
せ
し
り
る
ニ
芭
を
眼
目
正
し

τ、
そ
の
管
理
の
免
芸
品
、
も
の

百
せ
ん
正

T
る
の
で
ゐ
る
o

岡
有
林
に
謝
す
る
人
民
の
利
用
機
に
つ
い
て
は
通
嘗
な
る
新
規
定
を
設
り
る
必
要
が

，.， 
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拠寄

論

拐
塊
枇
曾
民
主
世
冊
。
農
政
綱
領

第
二
十
五
魯

= 
J、
J、

第

甥

λ 
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あ
る
。

会
有
に
せ
ら
れ
た
る
大
所
有
農
地
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

一
部
分
は
こ
れ
を
小
農
的
な
有
期
小
作
人
や
永
小
作

人
の
手
に
移
し
て
経
替
せ
し
め
る
の
だ
が
、

一
部
分
は
こ
れ
を
岡
家
の
手
中
に
残
L
抵
当
』
、
大
農
場
E
し
て
粧
品
官

す
る
必
要
が
あ
る
。
大
農
場
的
経
俸
は
い
つ
で
も
鰹
鋒
上
に
最
新
の
科
事
的
智
識
を
慮
用
L
、
技
術
古
級
修
正
の

改
葬
を
錯
し
、
慨
に
模
範
的
な
も
の
さ
し
て
小
農
業
者
の
師
表
ご
な
る
に
越
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
試
験

場
的
な
意
味
に
於
て
も
こ
れ
を
周
家
の
手
に
残
し
位
〈
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
小
農
民
は
此
等
の
大
農
場
か
ら
よ

き
郁
子
や
稲
畜
を
得
叉
機
械
使
用
の
方
法
等
を
教
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
凶
。
併
し
か
、
る
岡
管
農
場
の
綴
俸
は
一
日
朝

一
夕
仁
は
行
は
れ
難
い
か
ら
、
嘗
初
は
過
渡
的
な
方
法
己

L
て
有
錦
堪
能
な
る
大
小
作
人
に
ま
か
せ
て
図
家
監
督

の
下
に
経
鵬
首
せ
[
め
る
外
は
な
い
。
尤
も
そ
の
経
笹
は
替
利
を
主
正
[
な
い
で
困
民
経
済
上
山
一
公
共
利
使
を
主
己

L
て
行
は
れ
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
然
る
聞
に
事
情
の
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
小
作
的
経
営
者
に
代
う
て
国
家
利

盆
金
代
表
す
る
監
督
者
ピ
、
共
臨
馬
場
に
働
〈
給
料
収
u
A
勢
働
者
中

ω代
表
者
正
の
慶
即
時

ω下
に
、

一
の
組
合
的
な

W

鵬
笹
岡
鰹
を
遣
っ
て
、
共
同
的
経
営
を
行
ふ
こ
正
、

L
、
以
て
完
全
に
大
農
場
国
畿
の
貨
を
皐
げ
る
や
う
移
b
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
凶
己
主
扶
す
る
。

最
後
に
闘
有
に
移
さ
れ
る
土
地
は
そ
の
所
有
者
に
謝
し
て
賠
償
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
h
や
否
や
の
駒
に
つ
い
て

は
、
填
太
利
枇
舎
民
主
黛
の
農
政
綱
領
は
、
賠
償
す
る
ピ
も
し
な
い
ご
も
強
め
決
定
出
来
な
い
ど
し
て
居
る
。
卸

も
そ
れ
は
時
の
事
情
に
よ

h
、
公
有
の
行
は
れ
る
朕
山
仙
の
如
何
に
依
J
L
定
ま
る
も
の
に
正
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

， .. -， .... .， 



t
そ

ω扱
況
は
地
主
主
(
人
等
の
態
度
の
如
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
所
多
大
江
ピ
見
て
居
る
。
者
し
カ
に
訴
へ
て
日
公
有

が
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ゃ
う
だ
っ
た
ら
事
情
上
悶
よ
り
賠
償
の
問
題
な
ど
は
起
り
得
な
い

L
、
者
し
然
ら
や
'L
て

卒
和
的
に
合
法
的
に
公
有
が
賞
現
す
る
な
ら
ば
、
国
よ
ち
賠
償
は
越
嘗
仁
婦
さ
る
、
へ
き
で
め
る
o

こ
れ
が
賠
償
を

行
は
な
い
ゃ
う
で
は
枇
曾
民
主
議
は
圃
際
信
義
に
も
戻
る
も
の
ご
非
難
せ
ら
る
〉
ぜ
兎
れ
す
、
ぞ
れ
は
枇
曾
主
義

貸
現
の
事
業
上
多
大
山
一
陣
磯
さ
な
ら
グ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
o

要
す
る
に
賠
償

ω問
題
は
事
情
に
依
て
侃
決
せ

ιる
べ
き
も

ω
で
、
利
品
目
民
主
議
ご
し
て
は
、
如
何
な
る
事
情
の
下
に
於
じ
も
賠
償

L
な
い
な
Y
」
正
は
決
し
て
言

は
な
い
し
叉
考
へ
も
し
な
い
さ
遁
〈
ら
札
て
居
る
o

何
れ
に
し
て
も
土
地
が
所
有
者
の
手
中
に
在
る
間
以
、
そ
の
地
代
は
其
所
得
じ
蹄
し
て
し
手
フ
。
然
る
に
地
代

は
枇
曾
の
鵬
首
逢
Z
共
に
埼
加
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
従

τそ
れ
は
現
今
例
人
の
宿
を
遺
ち
上
げ
る
肢
も
重

大
な
る
要
素
や
ゑ

Lτ
居
る
。
き
れ
ば
土
地
が
国
家
の
灸
有
に
移
3
れ
る
に
依
て
而
め

τ増
加

L
て
止
ま
な
い
地

代
は
国
家
の
枚
入
に
蹄
L
、
耐
曾
一
般

ω
一
剛
一
枇
山
一
局
め
に
一
公
共
的
に
こ
れ
を
周
ゐ
得
る
こ
正
に
な
る
。
そ
れ
に
叉

考
へ
て
み
れ
ば
、
大
所
有
地
の
上
に
於
け
る
所
有
制

ω後
建
は
資
本
主
義
経
済
の
費
途
に
劃
す
る
基
礎
を
輿
へ
、

土
地
所
布
か
ら
蹴
れ
た
る
無
産
者
は
土
地
の
使
則
的
勉
め
に
共
所
有
者
に
貢
を
怨
す
を
俗
儀
な
く
せ
ら
れ
、

又

れ
に
隷
属
す
る
を
俄
儀
な
〈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

刷
食
主
義
は
司
』
の
放
態
に
劃

L
て
無
産
者
を
ば
土
地
所
有
の
支

配
闘
係
か
ら
解
放
す
る
を
以
て
任
務
ピ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
見
。
併
L
土
地
の
小
面
積
を
有
L
て
こ
れ
を
自
ら
刻
作

経
倍
す
る
小
農
民
は
・
』
の
支
配
隷
腿
の
闘
係
仁
居
な
い
ー
の
に
か
ら
、

此
等
に
調
L
て
ま
で
其
土
地
所
有
を
奪
ふ
必

時

駒

樹
抽
叫
配
曾
民
主
誌
の
農
政
綱
領

第
一
一
十
五
巻

A 
jι 

第

統

i'-
九

. " '" ~ 



時

第
ニ
十
五
巻

ゾL
ιJ 

描
遺
配
合
民
主
識
の
農
政
綱
領

論

九
O 

第

斑

要
は
な
い
。
た
い
Y

大
所
有
者
に
し
て
自
ら
所
有
地
を
耕
作
縦
畿
せ
な
い
も
の
の
土
地
を
岡
家
の
会
有
仁
移
せ
ば
足

h
る
。
そ
し
て
同
時
に
殺
林
の
会
有
を
賀
行
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

ニ
の
大
農
地
ピ
森
林
ご
の
公
布
叫
い
ふ
迄
も
な
〈
大
工
業
、
鋤
業
、
大
商
業
、
銀
行
業
な

r」
の
口
世
有
正
並
び
行

は
る
べ
き
も
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
が
併
せ
賀
行
3
る
、
に
於
て
は
、

そ
れ
に
依

τ枇
曾
的
な
る
富
山
大
部
分
は
枇
曾

目公共

ω古
切
に
蹄
す
る
こ
ご
に
な
る
o

こ
れ
に
慌
て
治
め
て
都
合
及
農
村
ゆ
勢
働
者
は
資
本
の
支
配
合
離
れ
て
、
共

同
的
な
る
自
治
的
労
働
に
従
事
し
て
、
こ
れ
に
い
そ
し
む
こ
ど
が
出
来
る
o

卸
ち
枇
曾
主
義
山
円
的
は
迭
せ
ら
れ

る
ニ
ご
に
な
る
の

r
E考
へ
巴
れ
て
居
る
次
第
で
ゐ
る
。

以
上
は
猫
換
枇
品
目
民
主
黛

ω農
政
創
価
問
ご
し
て
一
市
古
れ
た
る
も
の
、
概
要
で
あ
る
u

こ
れ
を
一
々
吟
味
す
れ

ば
.
賀
行
の
容
易
な
る
も
の
も
あ
れ
ば

か
な
ち
困
難
ご
見
へ
る
も

ωも
あ
る
が
、
併
し
め
ま

h
に
尖
飛
な
も
の

も
な
り
れ
ば
、
所
調
革
命
的
な
も
の
も
な
い
。
大
低
は
-
封
際
的
な
も
の
ば
か

b
で
、
然
か
も
よ
〈
農
業
己
農
村
正

の
質
般
に
池

L
時
弊
に
的
中
せ
る
も
の
で
あ
る
o

農
業
問
題
を
ば
刑
品
目
的
一
般
改
革

ω大
鉱
で
一
撃
の
下
に
解
決

宇
ぺ
し
ご
や
う
に
ば
か
b
考
へ
ら
れ
て
居
た
従
来
の
態
度
が
改
ま
っ
て
、
期
〈
賞
際
的
に
文
政
策
的
に
傾
い
r
E
来

た
こ
己
は
、
近
時
に
於
付
る
傾
向
的
大
い
な
る
強
化
己
し
1
見
遁
し
難
レ
所
で
あ
る
。
そ
れ
ご
同
時
に
農
村

ω無

産
者
の
み
な
ら
歩
、
白
作
曲
底
的
小
農
民
の
心
を
も
捕
へ
て
自
己
城
申
書
中
の
兵
員
ロ
ら
し
め
九
正
す
る
労
力

ω明
か

に
表
は
れ
て
来
た
こ
ど
も
・
時
勢
の
麗
化
を
示
す
一
現
象
ご
し
て
、
見
返
し
難
い
所
で
あ
る
。

(

山

耳

)
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